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新 旧 

第１条：規約-4 項 

 

本規約ならびにサービスの内容の変更等は、利用規約上利用規約上利用規約上利用規約上

ならびにホームページ上に告知するものとします。ならびにホームページ上に告知するものとします。ならびにホームページ上に告知するものとします。ならびにホームページ上に告知するものとします。 

第１条：規約-4 項 

 

本規約ならびにサービスの内容の変更等は、利用規約上

ならびにホームページ上に表示した時点より効力を生じ

るものとします。 

第 2条：技術講習時の持物 

 

1．略（変更なし） 

※大判タオル２００円、フェイスタオル１枚につき１０

０円で貸出可 

※タオル代の支払い方法：クレジット※タオル代の支払い方法：クレジット※タオル代の支払い方法：クレジット※タオル代の支払い方法：クレジットカードカードカードカード////交通系電交通系電交通系電交通系電

子マネーのみ子マネーのみ子マネーのみ子マネーのみ    

 

第 2 条：技術講習時の持物 

 

1．略（変更なし） 

※大判タオル２００円、フェイスタオル１枚につき１０

０円で貸出可 

第 4条：施設利用ルール 

 

1. 略（変更なし）  

2. 略（変更なし） 

3. 略（変更なし） 

4. 略（変更なし） 

5. 略（変更なし） 

6. 略（変更なし） 

7. スクール内での飲食は原則禁止とします。例外としスクール内での飲食は原則禁止とします。例外としスクール内での飲食は原則禁止とします。例外としスクール内での飲食は原則禁止とします。例外とし

て、飲料（ペットボトル）と軽食（おにぎり・サンドイて、飲料（ペットボトル）と軽食（おにぎり・サンドイて、飲料（ペットボトル）と軽食（おにぎり・サンドイて、飲料（ペットボトル）と軽食（おにぎり・サンドイ

ッチ等）のみ許可します（その際に発生したゴミはご自ッチ等）のみ許可します（その際に発生したゴミはご自ッチ等）のみ許可します（その際に発生したゴミはご自ッチ等）のみ許可します（その際に発生したゴミはご自

身でお持ち帰りください）。身でお持ち帰りください）。身でお持ち帰りください）。身でお持ち帰りください）。    

8. 略（変更なし） 

9．ロッカー内の荷物はご帰宅時に全てお持ち帰りくだロッカー内の荷物はご帰宅時に全てお持ち帰りくだロッカー内の荷物はご帰宅時に全てお持ち帰りくだロッカー内の荷物はご帰宅時に全てお持ち帰りくだ

さい。例外として、さい。例外として、さい。例外として、さい。例外として、2222 日連続で授業に参加する場合は、日連続で授業に参加する場合は、日連続で授業に参加する場合は、日連続で授業に参加する場合は、

第 4条：施設利用ルール 

 

1. 略（変更なし） 

2. 略（変更なし） 

3. 略（変更なし） 

4. 略（変更なし） 

5. 略（変更なし） 

6. 略（変更なし） 

7. 匂いの強い食事・カップラーメンなどの汁物・アルコ

ール類のお持込みはご遠慮ください。 

8. 略（変更なし） 
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自己責任のもとでロッカーに一部の荷物を置いて帰宅自己責任のもとでロッカーに一部の荷物を置いて帰宅自己責任のもとでロッカーに一部の荷物を置いて帰宅自己責任のもとでロッカーに一部の荷物を置いて帰宅

することを許可します（鍵の持ち帰りは禁止とします）。することを許可します（鍵の持ち帰りは禁止とします）。することを許可します（鍵の持ち帰りは禁止とします）。することを許可します（鍵の持ち帰りは禁止とします）。 

10. トイレを利用する際はご自身のお手拭きをお使いトイレを利用する際はご自身のお手拭きをお使いトイレを利用する際はご自身のお手拭きをお使いトイレを利用する際はご自身のお手拭きをお使い

ください。ください。ください。ください。 

第 5条 自己責任の原則  

 

1.受講者は当校および当校が提携する海外教育機関のおよび当校が提携する海外教育機関のおよび当校が提携する海外教育機関のおよび当校が提携する海外教育機関の

利用を通じてなされた全ての行為とその結果について一

切の責任を負います。  

2.受講者は当校および当校が提携する海外教育機関で受講者は当校および当校が提携する海外教育機関で受講者は当校および当校が提携する海外教育機関で受講者は当校および当校が提携する海外教育機関で

自己責任のもとで相モデル技術実習・実技モデル・臨床自己責任のもとで相モデル技術実習・実技モデル・臨床自己責任のもとで相モデル技術実習・実技モデル・臨床自己責任のもとで相モデル技術実習・実技モデル・臨床

実習を受けます。従って、受講者は相モデル実習および実習を受けます。従って、受講者は相モデル実習および実習を受けます。従って、受講者は相モデル実習および実習を受けます。従って、受講者は相モデル実習および

実技モデル後に自己の身体に起こる様々な結果に対し実技モデル後に自己の身体に起こる様々な結果に対し実技モデル後に自己の身体に起こる様々な結果に対し実技モデル後に自己の身体に起こる様々な結果に対し

て相手方、当校および当校が提携する海外教て相手方、当校および当校が提携する海外教て相手方、当校および当校が提携する海外教て相手方、当校および当校が提携する海外教育機関に責育機関に責育機関に責育機関に責

任追及をしないものとします。任追及をしないものとします。任追及をしないものとします。任追及をしないものとします。    

3. 略（変更なし） 

4.受講者は、当校および当校が提携する海外教育機関をおよび当校が提携する海外教育機関をおよび当校が提携する海外教育機関をおよび当校が提携する海外教育機関を

利用してなされた第利用してなされた第利用してなされた第利用してなされた第 5555 条条条条 2222 項を除く項を除く項を除く項を除く一切の行為に起因し

て、当校または第三者に対して損害を与えた場合、自己

の責任と費用をもって当該損害を賠償するものとしま

す。 

第 5条 自己責任の原則  

 

1.受講者は、当校の利用を通じてなされた全ての行為と

その結果について一切の責任を負います。  

2.受講者は自己責任のもとで相モデル技術実習を受けま

す。従って、受講者は相モデル実習後に自己の身体に起

こる様々な結果に対して相手方および当校に責任追及を

しないものとします。 

3. 略（変更なし） 

4.受講者は、当校を利用してなされた一切の行為に起因

して、当校または第三者に対して損害を与えた場合、自

己の責任と費用をもって当該損害を賠償するものとしま

す。 

 


